空調設備清掃業務仕様書

１　業務名
軽自動車税事務所空調設備清掃業務

２　実施施設
名　称：　京都市軽自動車税事務所
所在地：　京都市伏見区深草中川原町１３番地の７　京都管理基地事務所２階

３　対象設備
・空調機（天井埋込型　大）：７基
・空調機（天井埋込型　中）：３基
・換気口（天井取付け　小）：３箇所

４　実施箇所
別添の図面を参照のこと。

５　履行期限
令和８年３月２２日までの土・日・祝日のいずれかの日とする。
なお、作業は午前９時から午後４時までの間とする。
実施日時については、本市と協議のうえ決定する。

６　業務内容
「３ 対象設備」の空調設備（吹き出し口、フィルター、機器等）の清掃を行う。 

７　履行確認
受託者は、業務終了後、本市の職員の完了確認を受けること。
また、完了届の他に、作業前と作業後の状況が分かるもの（写真等）を提出すること。

８　損害の賠償
受託者は、 受託者の責に帰する理由により施設等を損傷させた場合、受託者の責任において復旧及び費用負担するものとし、事故等発生の原因及び状況等について本市へ速やかに報告する。

９　その他
1 受託者は、当該業務に関わる範囲以外の場所に無断で立ち入らない。
2 業務の実施にあたり必要となる道具等については、受託者にて用意すること。
3 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決定する。
